
受験資格年齢の引下げについて

令和８年４月１日から、普通免許等の受験資格
年齢が変更され、引下げになります。

対象免許

○普通仮免許、普通第一種免許
○準中型仮免許、準中型免許

変更内容

対象免許の受験資格年齢を
１８歳から１７歳６か月

に変更します。

※注意事項
１８歳になる前に運転免許試験に合
格しても運転免許証(仮免許証を除く。)
の交付は、１８歳になってからになり
ます。

変更理由

早生まれの者も高校卒業までに普通免許等
を取得しやすいようにするものです。


